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議案第１１５号 
 
 

杵築市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関 
する条例の一部改正について 

 
 

杵築市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和２年８月２８日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関 

する条例の一部を改正する条例 
    

杵築市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例（ 
平成１７年杵築市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割

合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、 「（ 以下こ

の項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該

特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「 
延滞金特例基準割合に」に改める。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の附則第３項の規定は、令和３年１月１日以後の期間

に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延

滞金については、なお従前の例による。 
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議案第１１６号 
 
 

杵築市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につ 
いて 

 
 

杵築市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 
 
 

令和２年８月２８日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す 
る条例 

    
杵築市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年杵築市条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 
附則第２条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割

合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、 「（ 以下こ

の条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該

特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「 
延滞金特例基準割合に」に改める。 

    
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の附則第２条の規定は、令和３年１月１日以後の期間

に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延

滞金については、なお従前の例による。 
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議案第１１７号 
 
 

杵築市介護保険条例の一部改正について 
 
 

杵築市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和２年８月２８日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市介護保険条例の一部を改正する条例 
    

杵築市介護保険条例（平成１７年杵築市条例第１３０号）の一

部を次のように改正する。 
附則第７項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割

合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「加算した

割合をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、 「（  
以下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に 
」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

    
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の附則第７項の規定は、令和３年１月１日以後の期間

に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延

滞金については、なお従前の例による。 
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議案第１１８号 
 
 

杵築市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一 
部改正について 

 
 

杵築市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 
 
 

令和２年８月２８日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一 
部を改正する条例 

 
杵築市市道の構造の技術的基準等に関する条例（平成２５年杵

築市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 
 第４条第１項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、

同条第５項中「普通道路の車道」の次に 「（ 自転車通行帯を除く。 
）」 を加える。 
 第６条第２項中「副道」の次に 「（ 自転車通行帯を除く。）」を

加える。 
 第８条の次に次の１条を加える。 
 （自転車通行帯） 
第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種

の道路（自転車道を設ける道路を除く 。） には、車道の左端寄

り（停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項にお

いて同じ 。） に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。 
２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動

車及び歩行者の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路（自

転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く 。） には、

安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必

要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設

けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限りでない。 
３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、１メートルまで縮小することができる。 
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４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考

慮して定めるものとする。 
 第９条第１項中「又は第４種の道路」を 「（ 第４級及び第５級

を除く。次項において同じ 。） 又は第４種（第３級及び第４級を

除く。同項において同じ 。） の道路で設計速度が１時間につき６

０キロメートル以上であるもの」に改め、同条第２項中「道路（ 
」を「道路で設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であ

るもの（」に改める。 
 第１０条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を

加える。 
 第１１条第１項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯 
」を加える。 
 第３１条第３号中「車道」の次に 「（ 自転車通行帯を除く。）」

を加える。 
 第４０条中「第８条」の次に「、第８条の２第３項」を加える。 
  

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１９号 
 
 

財産の取得について 
 
 

次のとおり財産を取得することについて、杵築市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年

杵築市条例第５３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 
 
 

令和２年８月２８日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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 １ 取得財産    教育用タブレット 
 

２ 取得の方法   随意契約 
 

３ 取得金額    ７５，９２８，２７０円 
 
 ４ 納期      令和３年３月３１日まで 
 
 ５ 取得の相手方  大分市東春日町１７番５７号 

株式会社 オーイーシー 
代表取締役社長 加藤 健 
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議案第１２０号 

 

 

   杵築市過疎地域自立促進計画の変更について 

 

 

 杵築市過疎地域自立促進計画の一部を変更することについて、

過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第６条

第７項の規定において準用する同条第１項の規定により、議会の

議決を求める。 

 

 

  令和２年８月２８日提出 

 

 

               杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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議案第１２１号 
 
 

市道の路線認定について 
 
 
  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ 
 り、市道の路線を次のように認定する。 
 
 

令和２年８月２８日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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 １ 認定する路線 

 路線名    
  延長   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

  幅員   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

       起   点     
備考  

       終   点     

大内駅東支  

線       
68.0  

5.0～  

8.0  

杵築市大字大内字塩浜 7684 番 3 地先   

杵築市大字大内字塩浜 7687 番 3 地先   

 

塩浜大内川  

線       
127.0  

3.3～  

7.7  

杵築市大字大内字塩浜 7686 番 1 地先   

杵築市大字大内字塩浜 7691 番 地先      
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　　　　　おおうちえきひがししせん

大 内 駅 東 支 線

Ｌ = 68.0m
W = 5.0m ～ 8.0m

認 定

ＪＡいこいの村

市道大内駅東線

市道東大内山入口線

大内川
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3.3m ～ 7.7m

          しおはまおおうちがわせん

塩 浜 大 内 川 線

Ｌ = 127.0m
W =

認 定

ＪＡいこいの村

市道東大内山入口線

大内川
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報告第３１号 
 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規 
定により、別紙のように専決処分したので、同条第３項の規定に 
より報告し、承認を求める。 
 
 
  令和２年８月２８日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
               
              記 
 
 

令和２年度杵築市一般会計補正予算（第６号）・・・別冊 
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 報告第３２号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    健全化判断比率の算定について 

 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

 ９４号）第３条第１項の規定により、令和元年度決算に基づく健 

全化判断比率について、杵築市監査委員の意見を付けて、次のと 

おり報告する。 

     

 

  令和２年８月２８日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 

 

 令和元年度決算に基づく健全化判断比率 

                         （単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

   ― 

（１３．２７） 

    ― 

 （１８．２７） 

  １０．８ 

 （２５．０） 

  ６２．６ 

（３５０．０） 

 （備考）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率はない 

     ２ 括弧書き内は、同法に基づく早期健全化基準 
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 報告第３３号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    資金不足比率の算定について 

 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

 ９４号）第２２条第１項の規定により、令和元年度決算に基づく 

水道事業会計、工業用水道事業会計、山香病院事業会計、簡易水 

道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業特 

別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計毎の資金不足比 

率について、杵築市監査委員の意見を付けて、次のとおり報告す 

る。 

 

 

   令和２年８月２８日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 

 

                   

 

 

 

24



 

 令和元年度決算に基づく資金不足比率 

                        （単位：％） 

     特別会計の名称  資金不足比率  

 水道事業会計                ― 

 工業用水道事業会計        ― 

 山香病院事業会計      ― 

 簡易水道事業特別会計        ― 

 農業集落排水事業特別会計      ― 

 公共下水道事業特別会計       ― 

 特定環境保全公共下水道事業特別会計     ― 

 （備考） １ 各特別会計ともに資金不足比率はない 

      ２ 同法に基づく経営健全化基準は、各特別会計毎に 

       ２０．０％ 
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報告第３４号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ

うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
令和２年８月２８日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書      
 

本市が管理する市道上で発生した物損事故について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和２年８月１３日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決

定し、和解する。 
 

１ 損害賠償の相手方  住所 ■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 
          氏名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   令和２年８月３日 
 

３ 事故発生場所    杵築市山香町大字立石 
市道 立石上町線 

 
４ 事故原因・状況 
   相手方車両が上記の道路を走行中、アスファルト舗装が剥

がれてできた穴ぼこに、車両左後部の車輪がはまり、タイヤ

を損傷した。 
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 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    市の過失割合は３０％となり、市は、損害賠償金として、

相手方車両の修繕料８，２８３円を支払う。 
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